
 

失業者の退職手当支給要綱 

 

制  定 平27.４.１ 

最近改正 令７.３.31 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、職員の退職手当に関する条例（昭和24年大阪市条例第３号。以下

「条例」という。）第10条の規定による退職手当の支給に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（基本手当の日額） 

第２条 条例第10条第１項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金

日額を雇用保険法（昭和49年法律第116号）第17条に規定する賃金日額とみなして同法第

16条の規定を適用して計算した金額とする。 

（賃金日額） 

第３条 賃金日額は、退職の月前における最後の６月（月の末日に退職した場合には、そ

の月及び前５月。以下「退職の月前６月」という。）に支払われた給与（臨時に支払わ

れる給与及び３月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同

じ。）の総額を180で除して得た額とする。 

２ 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算す

る。 

３ 退職の月前６月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額

は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

 ⑴ 退職の月前６月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該６月

の各月において受けるべき基本給月額（給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対す

る地域手当の月額の合計額をいう。以下この項において同じ。）の合計額 

 ⑵ 退職の月前６月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合に

おいては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前６月に支払われた給与

の額との合計額 

 ⑶ 退職の月前６月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間が

ある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額（当該基本

給月額がその期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われ

た額とする。）と退職の月前６月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給

与の額との合計額 

４ 前３項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第

17条第４項第１号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第２号に掲げる額を超え

るときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 

（受給資格証の交付等） 

第４条 大阪市水道局長（以下「局長」という。）は、条例第10条第１項又は第３項の規

定による退職手当（以下「基本手当に相当する退職手当」という。）の支給を受ける資



格を有する者（以下「受給資格者」という。）から第１号様式による失業者の退職手当

受給資格証（以下「受給資格証」という。）の請求があった場合には、速やかに、受給

資格証を当該受給資格者に交付しなければならない。 

２ 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあっては第２号

様式による受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあっては第２号様

式による受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明する

ことができる書類及び受給資格証を添えて、局長に提出しなければならない。ただし、

受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添

えないことができる。 

３ 局長は、前項の規定による氏名変更届又は住所変更届の提出を受けたときは、受給資

格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。 

（受給期間延長の申出） 

第５条 条例第10条第１項の申出は、第３号様式による受給期間延長等申請書（以下「延

長等申請書」という。）に医師の証明書その他の大阪市水道局企業職員の退職手当に関

する規程（平成11年大阪市水道事業管理規程第12号。以下「規程」という。）第12条第

２項各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格

証を添えて局長に提出することによって行うものとする。第４条第２項ただし書の規定

は、この場合について準用する。 

２ 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第10条第１項に規定する理由に該当するに至

った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の

翌日を起算日として４年を経過する日までの間（同項の規定により加算された期間が４

年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間）にしなければならない。ただし、

天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りで

ない。 

３ 前項ただし書の場合における第１項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算し

て７日以内にしなければならない。 

４ 第２項ただし書の場合における第１項の申出は、延長等申請書に天災その他の申出を

しなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければ

ならない。 

５ 局長は、第１項の申出をした者が条例第10条第１項に規定する理由に該当すると認め

たときは、その者に第４号様式による受給期間延長等通知書（以下「延長等通知書」と

いう。）を交付しなければならない。この場合（第４条第２項ただし書の規定により受

給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。）において、局長は、受給資格

証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。 

６ 前項の規定により延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する

場合には、速やかに、その旨を局長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出

しなければならない。この場合において、局長は、提出を受けた書類に必要な事項を記

載した上、返付しなければならない。 

 ⑴ その者が提出した延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受け



た延長等通知書 

 ⑵ 条例第10条第１項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた延長等通知書及び受

給資格証 

７ 第１項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、そ

の資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項の局長に提出しなければなら

ない。 

８ 前項の規定は、第６項の場合及び第２項ただし書の場合における第１項の申出に、第

４条第２項ただし書の規定は、第６項の場合について準用する。 

（支給の期間の特例の申出） 

第５条の２ 条例第10条第４項に規定する事業を開始した旨の申出は、第３号様式による

延長等申請書に登記事項証明書その他条例第10条第１項に規定する退職の日後に同条第

４項に規定する事業を開始した職員又は規程第12条第５項に規定する職員に該当するこ

との事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて局長に提出することによ

って行うものとする。 

２ 前項の申出（以下この条において「特例申出」という。）は、当該特例申出に係る者

が条例第10条第４項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日

から起算して、２箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかっ

たことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 

３ 局長は、特例申出をした者が条例第10条第１項に規定する退職の日後に同条第４項に

規定する事業を開始した職員又は規程第12条第５項に規定する職員に該当すると認めた

ときは、その者に第４号様式による延長等通知書を交付しなければならない。この場合

（第５項の規定により準用する第４条第２項ただし書の規定により受給資格証を添えな

いで特例申出を受けたときを除く。）において、局長は、受給資格証に必要な事項を記

載した上、返付しなければならない。 

４ 前項の規定により延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する

場合には、速やかに、その旨を局長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出

しなければならない。この場合において、局長は、提出を受けた書類に必要な事項を記

載した上、返付しなければならない。 

 ⑴ その者が提出した延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受け

た延長等通知書 

 ⑵ 条例第10条第４項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた延長

等通知書及び受給資格証 

５ 第５条第７項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第２項ただし書の場合におけ

る特例申出に、第４条第２項ただし書の規定は、第１項及び前項の場合に、第５条第３

項及び第４項の規定は、第２項ただし書の場合における特例申出について準用する。 

（基本手当に相当する退職手当の支給調整） 

第６条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第１項の規定によるものは、当該受給

資格者が、その住所又は居所を管轄する公共職業安定所（以下「管轄公共職業安定所」

という。）に求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及



び待期日数（条例第10条第１項に規定する待期日数をいう。以下同じ。）に等しい失業

の日数を経過した後に支給する。 

２ 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受

ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起

算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手

当を支給する。 

 ⑴ 雇用保険法の規定による基本手当又は高年齢求職者給付金 

 ⑵ 基本手当に相当する退職手当 

 ⑶ 条例第10条第５項又は第６項の規定による退職手当（以下「高年齢求職者給付金に

相当する退職手当」という。） 

３ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第１項

又は第２項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支

給を受けることができる日数（条例第10条第１項の規定による退職手当に係る場合にあ

っては、その日数に待期日数を加えた日数）に等しい失業の日数が経過した後に基本手

当に相当する退職手当を支給する。 

４ 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数（条例

第10条第１項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数

を加えた日数）の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支

給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる

日数（条例第10条第１項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数

に待期日数の残日数を加えた日数）に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当

する退職手当を支給する。 

（基本手当に相当する退職手当の支給日） 

第７条 基本手当に相当する退職手当は、次条第２項の規定による請求があった日から起

算して１月以内に、同日の前日までの間における当該請求に係る失業の認定を受けた日

の分を支給する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。 

（基本手当に相当する退職手当の支給手続） 

第８条 条例第10条第１項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後

速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、第５号様式による失業認定

申告書（以下「失業認定申告書」という。）に受給資格証を添えて提出した上、待期日

数の間における失業の認定を受けるものとする。 

２ 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10

条第１項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受け

た後に、同条第３項の規定による退職手当に係る場合にあっては第６条に規定する求職

の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごと

に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に

受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けてから、第６号様式による失業者の

退職手当支給申請書に、受給資格証及び当該失業認定申告書を添えて局長に請求するも

のとする。 



（公共職業訓練等を受講する場合における届出） 

第９条 受給資格者は、局長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第15条第３項に

規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに第７号様式による公共

職業訓練等受講届（以下「受講届」という。）及び第８号様式による公共職業訓練等通

所届（以下「通所届」という。）に受給資格証を添えて局長に提出するものとする。第

４条第２項ただし書の規定は、この場合について準用する。 

２ 局長は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必

要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。 

３ 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨

を記載した届書に受給資格証を添えて局長に提出しなければならない。第４条第２項た

だし書の規定は、この場合について準用する。 

４ 局長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定を

し、当該受給資格者に返付しなければならない。 

（技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続） 

第10条 受給資格者は、条例第10条第７項第１号又は同条第８項第１号若しくは第２号の

規定による退職手当の支給を受けようとするときは、第９号様式による公共職業訓練等

受講証明書に受給資格証を添えて局長に提出しなければならない。第４条第２項ただし

書の規定は、この場合について準用する。 

２ 局長は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を

記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。 

（傷病手当に相当する退職手当の支給手続） 

第11条 受給資格者は、条例第10条第８項第３号の規定による退職手当の支給を受けよう

とするときは、第10号様式による傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証

を添えて局長に提出しなければならない。第４条第２項ただし書の規定は、この場合に

ついて準用する。 

２ 局長は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事

項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。 

（受給資格証の再交付） 

第12条 受給資格者は、受給資格証を滅失し、又は損傷した場合においては、局長にその

旨を申し出て受給資格証の再交付を受けることができる。 

２ 局長は、前項の規定による再交付をするときは、その受給資格証に再交付の旨及びそ

の年月日を記載しなければならない。 

３ 受給資格証の再交付があったときは、従前の受給資格証はその効力を失う。 

（高年齢受給資格証の交付等） 

第13条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者（以下

「高年齢受給資格者」という。）から、第11号様式による失業者退職手当高年齢受給資

格証（以下「高年齢受給資格証」という。）の請求があった場合には、速やかに、高年

齢受給資格証を当該高年齢受給資格者に交付しなければならない。 

（準用） 



第14条 第４条、第６条第２項、第８条第１項並びに第12条の規定は、高年齢求職者給付

金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定（第

６条第２項各号を除く。）中「条例第10条第１項又は第３項」とあるのは「条例第10条

第５項又は第６項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資

格者」とあるのは「第13条の高年齢受給資格者」と、「第１号様式による失業者退職手

当受給資格証」とあるのは「第13条の高年齢受給資格証」と、「受給資格証」とあるの

は「高年齢受給資格証」と、「条例第10条第１項の」とあるのは「条例第10条第５項

の」と、「第５号様式による失業認定申告書」とあるのは「第12号様式による高年齢受

給資格者失業認定申告書」と読み替えるものとする。 

（高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等） 

第15条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第５項の規定によるもの

は、当該高年齢受給資格者が第13条に規定する求職の申込みをした日から起算して、雇

用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給す

る。 

２ 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとする

ときは、条例第10条第５項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条において準

用する第10条第１項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第６項の規定に

よる退職手当に係る場合にあっては第13条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共

職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して

職業の紹介を求め、第12号様式による高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資

格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。 

３ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第１項

又は第２項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手

当の支給を受けることができる日数（条例第10条第５項の規定による退職手当に係る高

年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数）に等しい失業の日数が

経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。 

（就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続） 

第16条 受給資格者は、条例第10条第８項第４号から第６号までの規定による退職手当の

支給を受けようとするときは、同項第４号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56

条の３第１項第１号に該当する者に係る就業促進手当（雇用保険法施行規則（昭和50年

労働省令第３号）第83条の４に規定する就業促進定着手当（以下「就業促進定着手当」

という。）を除く。以下「再就職手当」という。）に相当する退職手当にあっては第14

号様式による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号に該当する者に係る就

業促進手当（就業促進定着手当に限る。）に相当する退職手当にあっては第15号様式に

よる就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第２号に該当する者に係

る就業促進手当（以下「常用就職支度手当」という。）に相当する退職手当にあっては

第16号様式による常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、条例第10条第８

項第５号の規定による退職手当にあっては第17号様式による移転費に相当する退職手当

支給申請書に、同項第６号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第１項第１号



に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては第18号様

式による求職活動支援費（広域求職活動費）に相当する退職手当支給申請書に、同項第

２号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては第19

号様式による求職活動支援費（短期訓練受講費）に相当する退職手当支給申請書に、同

項第３号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては

第20号様式による求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）に相当する退職手当支給

申請書にそれぞれ受給資格証を添えて局長に提出しなければならない。第４条第２項た

だし書の規定は、この場合について準用する。 

２ 局長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証又は高年齢受給

資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。 

（施行の細目) 

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、水道局長が定める。 

 

附 則（平成27年３月31日局長決） 

１ この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

２ 大阪市水道局企業職員の退職手当に関する規程（平成11年大阪市水道事業管理規程第

12号）附則第３項の局長が定める日は、雇用保険法施行規則附則第１条の４に規定する

厚生労働大臣が定める日とする。 

附 則（平成28年４月１日局長決） 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

 附 則（平成28年12月28日局長決） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成29年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に提出され、又は交付されているこの要綱による改正前の失

業者の退職手当支給要綱の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されて

いる書類は、この要綱による改正後の失業者の退職手当支給要綱の様式によるものとみ

なす。 

３ この要綱の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り

繕って使用することができる。 

附 則（平成29年５月29日局長決） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成29年５月29日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に提出され、又は公布されているこの要綱による改正前の失業

者の退職手当支給要綱の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されてい

る書類は、この要綱による改正後の失業者の退職手当支給要綱の様式によるものとみな

す。 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕



って使用することができる。 

附 則（平成29年12月22日局長決） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成30年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に提出され、又は交付されているこの要綱による改正前の失業

者の退職手当支給要綱の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されてい

る書類は、この要綱による改正後の失業者の退職手当支給要綱の様式によるものとみな

す。 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕

って使用することができる。 

附 則（令和元年５月７日局長決） 

（施行期日） 

１ この要綱は、通知の日（令和元年７月１日）から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に提出され、又は交付されているこの要綱による改正前の失業

者の退職手当支給要綱の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されてい

る書類は、この要綱による改正後の失業者の退職手当支給要綱の様式によるものとみな

す。 

   附 則（令和２年３月31日局長決） 

１ この要綱は、通知の日（令和２年４月１日）から施行する。 

２ この要綱による改正後の失業者の退職手当支給要綱第５条第２項の規定は、同要綱第

４条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日

を起算日として４年を経過する日が通知の日以後にある者からの申出について適用し、

当該退職の日の翌日を起算日として４年を経過する日が通知の日前にある者からの申出

については、なお従前の例による。 

   附 則（令和２年11月27日局長決） 

 この要綱は、通知の日（令和２年12月11日）から施行する。 

 附 則（令和４年３月30日職員課長決） 

 この改正規定は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則（令和５年３月６日職員課長決） 

１ この改正規定は、令和５年３月13日から施行する。 

２ この改正規定の施行の際現に提出され、又は交付されているこの改正規定による改正

前の失業者の退職手当支給要綱の様式（次項において「旧様式」という。）により使用

されている書類は、この改正規定による改正後の失業者の退職手当支給要綱の様式によ

るものとみなす。 

３ この改正規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取

り繕って使用することができる。 

 



   附 則（令和７年３月31日職員課長決） 

この改正規定は、令和７年４月１日から施行する。 


